
第 2 編 歴史のあゆみ

直接流域（金倉JII) と間接流域（天川頭首工）の全国
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切
な
配
水
体
制
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る 。

次
に
そ
の
か
ん
が
い
地
全
域
へ
の
配
水
に
つ
い
て 、

田
植
期
や
補
給

期
に
ど
れ
だ
け
の
水
量
が
必
要
で
あ
る
か 、
ま
た 、

当
地
方
の
有
効
雨

量
を
い
か
に
見
積
る
か
等
に
つ
い
て 、

次
の
よ
う
な
用
水
計
画
が
立
て

ら
れ
た 。
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か
つ
て
満
濃
池
の
歴
史
は
樋
門
補
修
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
た 。

そ
れ
だ
け
に
こ
の
前
後
二
九
年
間
に
わ
た
り 、

総
事
業
費
六
億
四 、
0

0
0
万
円
を
投
入
し
た
世
紀
の
大
事
業
に
対
す
る
喜
び
ば
極
め
て
大
き

い
も
の
が
あ
っ
た 。

溝漉池を主水源とする

金倉川沿岸用水計画

(1）濯滅面積 4,537ha

。）必要水量

（ア）漕満期間 6月 20 日一9月 18 日

91 日間

田植期間 6月 20 日～7月 1 日

12 日間

（イ）目減水深 8.2mm

（ウ）計画基単年 昭和19年

（羽田面有効雨量

（ア）有効雨量 194.5mm 

（イ）回面有効雨量 8,824,465m3

(4）純用水量 28,242,825m3

(5）全用水量 31,067,107m3 

(6）現在の用水施設で補給できる用水

量 25,077,210m3

（η差引不足水量 6,878,74lm3

(8）用水補給計画

（ア）満濃池の嵩上げにより 7印ば

（イ）幹線水路の改修

（六）

満
濃
池
の
水
系

（七）

満
濃
池
の
河
川
承
水

幹
線
用
水
路
の
水
系
や
幹
線
相
互
の
関
連
は 、

右
図
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る 。
こ
れ
ら
一
連
の
世
紀
の
大
工
事
の
達
成
に
よ
っ
て 、

満
濃
池

を
主
水
源
と
す
る
金
倉
川
沿
岸
約
四 、

六
O

o
hけル
全
域
へ
の
有
効
適

幕
藩
時
代
の
池
普
請
に
相
当
す
る
制
度
は 、

明
治
政
府
に
お
い
て
も

踏
襲
さ
れ
た 。
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九）

年
に
「
河
川
法」
が
制
定

さ
れ
て 、

河
川
の
管
理
者
が
明
確
と
な
り 、

そ
れ
に
よ
っ
て
河
川
の
管

理 、

流
水
及
び
河
川
敷
の
占
用 、

費
用
の
負
担
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ

た 。
そ
の
時
満
濃
池
で
は 、

す
で
に
「
河
川
法」
に
よ
る
許
可
を
得
ず

し
て
「
河
川
敷
及
び
流
水
の
占
用」
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
と

見
ら
れ
る 。

一
九
O
六
（
明
治
三
十
九）

年一
月
に
は
満
濃
池
の
第一
次
嵩
上
工

事
が
完
了
し
た 。
と
れ
は
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七）

年
の
大
干
ば
つ

以
来
数
回
の
干
ば
つ
の
被
害
を
考
え 、

水
利
組
合
が
堤
塘
の
嵩
上
に

よ
っ
て
貯
水
量
の
増
加
を
図
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る 。
こ
の
工
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事
に
よ
っ
て
貯
水
量
は
六
三
三
万 トン
に
達
し
た 。

満
濃
池
の
承
水
に
つ
い
て
河
川
水
利
権
か
ら
見
る
と 、

そ
の
実
態
は

次
の
よ
う
で
あ
る 。

満
濃
池
は 、

そ
の
直
接
流
域
で
あ
る
金
倉
川
本
流
を
そ
の
上
流
に
お

い
て
堰
き
止
め
た
も
の
で
あ
っ
て 、

堰
堤
か
ら
上
流
の
金
倉
川
の
全
流

水
を
こ
こ
に
貯
め
て
い
る 。
し
か
し
も
と
も
と
流
域
が
狭
い
上
に 、

度

重
な
る
堤
防
の
嵩
上
に
よ
っ
て
貯
水
能
力
は
増
大
し
た
が 、

貯
水
量
が

こ
れ
に
伴
わ
な
い
の
が
実
態
で
あ
っ
た 。
こ
の
不
足
水
を
補
う
た
め

に 、

仲
南
町
に
源
を
発
し
観
音
寺
市
に
河
口
を
も
つ
財
団
川
と 、

琴
南

町
に
源
を
発
し
丸
亀
市
に
流
下
す
る
土
器
川
か
ら 、

そ
れ
ぞ
れ
承
水
計

画
を
立
て
た
の
で
あ
る 。

財
団
川
か
5
の
承
水

満
濃
池
は 、

明
治
三
十
九
年
の
第一
次
嵩
上
工
事
に
よ
っ
て
貯
水
量

は
増
加
し
た
が 、
一
九
二
四
（
大
正
十
三）

年
に
激
し
い
干
ば
つ
に
遭

い 、

区
域
内
の
被
害
田
は
て
一
0
0
りル
余
に
及
び 、

そ
の
減
収
高

は
二
万
八 、
一」一
O
O

俵
に
達
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る 。
こ
の
た
め
第

二
次
嵩
上
工
事
が
計
画
さ
れ 、
一
九
二
八
（
昭
和
三）

年
に
着
工
し 、

同
五
年
に
竣
工
し
た 。

そ
の
結
果
貯
水
量
は
七
八
O
万 トン
に
増
加
し

た 。し
か
し 、

直
接
流
域
か
ら
の
流
出
水
の
み
に
よ
る
貯
水
で
は
不
安
が

あ
っ
た
の
で 、

そ
の
完
壁
を
期
す
る
た
め
に
流
域
外
の
財
団
川
上
流
か

ら
承
水
す
る
こ
と
と
し 、

そ
の
承
水
隠
道
（
塩
入
ト
ン
ネ
ル
延
長
四
O

O
M）

と
取
付
水
路
延
長
五
五
幻
を
併
せ
て
施
工
す
る
こ
と
を
計
画
し

た 。こ
の
当
時 、

財
団
川
の
上
流
は
「
河
川
法」
に
よ
る
適
用
な
い
し
準

用
河
川
の
指
定
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た 。
そ
こ
で 、

財
団
川
関
係
町
村

長
及
び
関
係
水
利
総
代・
満
濃
池
普
通
水
利
組
合
管
理
者
・

香
川
県
知

事
の
三
者
会
議
に
よ
っ
て 、

昭
和
三
年
十
月
「
満
濃
池
分
水
に
関
す
る

協
定
書」
が
取
り
交
わ
さ
れ
た 。
こ
う
し
て 、

財
団
川
か
ら
の
承
水
が

可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る 。
協
定
要
項
は 、

財
団
川
防
災
ダ
ム
の
上
手

右
岸
に
建
て
た
記
念
碑
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る 。

昭
和
三
年
十
月
二
十一
日
満
濃
池
分
水
協
定
要
項

て
財
団
川
よ
り
満
濃
池
に
分
譲
す
る
下
水
は
毎
年
十一
月一
日
よ
り
翌
年

四
月
三
十
日
迄
の
期
間
の
余
水
に
限
る
も
の
と
す

下
流
利
害
関
係
町
村
に
お
い
て
将
来
耕
地
整
理
そ
の
他
用
水
を
必
要
と
す

る
場
合
は
双
方
協
議
の
上
本
項
の
期
間
を
制
限
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
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二、

取
入
口
及
び
堰
堤
修
繕
の
設
計
は
下
流
利
害
関
係
町
村
と
協
定
を
為
し

工
事
は
委
員
立
会
の
上
施
行
す
る
も
の
と
す

さ

や
〈

三、

取
入
口
水
門
に
は
二
個
の
鎖
舗
を
設
け
常
務
委
員
に
お
い
て
保
管
す
る

も
の
と
す

四、

非
濯
概
時
期
と
難
色
下
流
に
お
け
る
必
要
上
平
水
を
阻
止
す
る
の
設
備一

を
な
す
こ
と
も
得
ざ
る
も
の
と
す

一

五、

春
日
横
井
よ
り
取
り
入
れ
た
る
水
は
方
法
の
如
何
に
拘
ら
ず
満
濃
池
に一

取
り
入
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
す

一

六、

常
務
委
員
ほ
取
入
口
の
水
門
其
の
他
水
利
の
状
況
を
常
に
監
視
す

一

七、

取
入
口
水
門
の
開
聞
は
委
員
立
会
の
上
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す

時
間一

外
と
雄
也
大
水
の
場
合
は
委
員
協
議
の
上
分
譲
す
る
こ
と
を
得

一

八、

工
事
竣
工
の
上
は
協
定
の
要
項
を
記
録
し
永
久
に
こ
れ
を
表
示
し
実
地一・

を
撮
影
し
各
利
害
関
係
町
村
に
分
か
ち
保
持
す
る
も
の
と
す

八
日
に
は、
「
香
川
県
告

示
第
四
号」

で
財
団
川
は

準
用
河
川
の
指
定
を
受
け

た
が、

こ
の
水
利
権
の
取
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以
上
で
わ
か
る
よ
う
に
協
定
内
容
は、

取
水
期
間
・

取
入
堰
・

取
水

口
の
管
理
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る。

取
水
量
は
余
水
と
あ
る
の
み
で

明
確
に
何トン
と
示
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お、

大
水
の
と
き
は
時
間
外
と

い

え
ど

雄
も
委
員
協
議
の
上
分
譲
す
る
と
あ
る。

元
来、

野
口
ダ
ム
は、

過
去
の
に
が
い
経
験
か
ら
防
災
を
目
的
と
し

て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

河
川
上
流
に
三
個
の
防
災
た
め
池
を
築

造
し
て、

長
瀬
橋
付
近
に
お
け
る
許
容
通
水
能
力
を
六
六
O
立
方
れ
に

調
節
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
満
濃
池
へ
の
分
譲
も

と
の
ダ
ム
本
来
の
目
的
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る。

こ
の
協
定
の
翌
年、

す
な
わ
ち
一

九
二
九
（
昭
和
四）

年
六
月
二
十

ム

り
扱
い
は
慣
行
水
利
権
と

し
て
届
け
出
が
な
さ
れ、

ダロ

法
的
に
認
め
ら
れ
た
水
利

野

権
主
同
じ
取
扱
い
を
さ
れ

て
い
る。

土
器
川
か
5
の
承
水

満
濃
池
は
昭
和
五
年
竣

工
の
第
二
次
嵩
上
工
事
や

財
団
川
承
水
に
よ
っ
て
貯
水
量
の
増
加
を
図
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、

一

九
三
九
（
昭
和
十
四）

年
の
未
曽
有
の
大
干
ば
つ
に
は
受
益
全
域
に

わ
た
っ
て
徹
底
的
な
干
ば
つ
を
被
っ
た。

そ
の
た
め
更
に
貯
水
量
の
増

大
確
保
を
図
る
必
要
に
迫
ら
れ、

翌
昭
和
十
五
年
に
第
三
次
嵩
上
工
事

が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る。

八

満
濃
池
第
三
次
嵩
上
工
事

そ
の
内
容
は、

堤
塘
の
六
れ
嵩
上
・

余
水
吐
・

付
替
道
路
・

取
水
塔

改
修
・

天
川
頭
首
工
及
び
天
川
導
水
路
工
等
で
あ
る。

こ
の
県
営
土
地

改
良
事
業
は
昭
和
十
五
年
十
二
月
に
着
工
し、

同
三
十
四
年
三
月
に
竣

工
し
た。
一

九
年
と
い
う
長
年
月
と、

五
億
四、

0
0
0
万
円
の
工
費

を
投
入
し
た
抜
本
的
大
工
事
で
あ
っ
た。

こ
の
工
事
に
よ
っ
て
満
濃
池

の
貯
水
量
は
旧
来
の
約
倍
量
の

て

五
四
O
万
立
方
れ
を
有
す
る
全
国

屈
指
の
一

大
た
め
池
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
貯
水
容
量
は、

従
来
の
直
接
流
域
及
び
財
団
川
の
承
水
（
平
均

一

四
三
万ト
し

だ
け
で
は
満
た
し
得
な
い。

そ
の
た
め
一

級
河
川
土
器

川
の
上
流、

琴
南
町
天
川
地
点
か
ら
承
水
す
る
こ
と
と
し、

土
器
川
本

流
に
天
川
頭
首
工
を
設
け、

そ
こ
か
ら
満
濃
池
ま
で
天
川
導
水
路
四、

六
六
八
幻
が
こ
の
計
画
の
中
で
新
設
さ
れ
た。

こ
の
頭
首
工
に
新
型
の

ら

せ
ん

螺
旋
式
施
設
が
施
さ
れ
て
い
る。
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天

こ
の
水
利
権
は
流
水

の
特
別
使
用
と
い
う
こ

と
で、

河
川
管
理
者
た

る
建
設
大
臣
の
許
可
を

工首頭lla－－，
 

満漉池の取水口 （吉野五毛地区）

受
け
た。

許
可
の
内
容

は、
「
河
川
法
」

第
二
十

三
条
〈
流
水
の
占
用
〉
・

第
二
十
四
条
〈
土
地
の
占

用〉

お
よ
び
第
二
十
六
条

〈
工
作
物
の
新
築〉

等
で

あ
る。

土
器
川
右
岸
土
地
改
良
区
と
県
営
土
器
川
右
岸
用
水
改
良
事
業

前
記
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
一

九
五
三
（
昭
和
二
十
八）

年
五

月、

土
器
川
右
岸
に
位
置
す
る
一

二
の
土
地
改
良
区
に
よ
っ
て
「
土
器

川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合」

が
組
織
さ
れ、

共
同
し
て
こ
の
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た。

乙
れ
は、

土
器
川
右
岸
側
が
左
岸
側
に
位
置
す
る
満
濃
池
土
地
改
良

区
に
対
抗
し
て
い
く
た
め、

ま
た、

そ
の
た
め
に
は
右
岸
側
が
大
規
模

な
導
水
施
設
を
設
置
し、

維
持
管
理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る。
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